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オープンカウンター方式による見積合せの公示 

 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 

 

令和８年７月３日 

 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長 松村 秀弦 

 

１ 調達内容 

(1) 調達件名    令和８年度中野三丁目地区街区確定測量等業務 

(2) 調達品等の特質・数量等    仕様書による。 

(3) 履行期間    契約締結日の翌日から令和９年２月26日まで 

(4) 納入場所    独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

事業推進部 事業推進第２課 

(5) 見積方法 

見積金額は、総価を記載すること。 

契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分

の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって決定価格とするので、見積書を提出

する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載する

こと。 

なお、見積書は本公示に記載の書式を使用すること。 

 

２ 参加資格 

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構達

第95号）第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。 

(2) 当機構東日本地区において、令和７・８年度測量業者・土質調査業者・建設コンサル

タント等業務に係る一般競争（指名競争）参加資格「測量」の認定を受けていること。 
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係ないため注意されたい。 

(3) 公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域

を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 

(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でな

いこと。 

(5) 本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書（機構ホー 

ムページ→入札・契約情報→入札・契約の合理化のための取組み→オープンカウ 
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ンター方式（https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html）参照）等を 

承諾していること。 
 

３ 見積手続等に関する問合せ先及び提出方法等 

(1) 見積手続等に関する問合せ先 

〒163－1315 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 新宿アイランドタワー15階 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課 

 電話 03-3347-0469 

(2) 見積書の提出方法、期限及び提出先 

  ①提出期限 令和８年７月９日（木）13時00分 

   ②-１ 持参又は郵送による提出方法 （押印した見積書）持参又は同日同時刻必

着の書留郵便による郵送とする。なお、郵送による場合は二重封筒とし、表封

筒に「オープンカウンター見積書在中」と必ず朱書きすること。提出場所は上

記（１）と同じ。 

②-２ 電子メールによる提出方法 （押印を省略した見積書）本件は見積書等を

電子メールにより提出することができる。ただし、「押印を省略し責任者情報

を記載のうえ、ＰＤＦ形式とした見積書等」とし、提出期限までに下記専用電

子メールアドレスに送信され、上記（１）において受信確認できたものに限る。 

    専用電子メールアドレス tosai-keiri@ur-net.go.jp 

※電子メールの件名は「７/９オープンカウンター見積書」とすること。 

    ※電子メール本文中に、住所・会社名・担当者氏名・連絡先電話番号を記載す

ること。 

    ※当機構への宛先は上記専用メールアドレスのみとすること。 

 

(3) 見積合せの日時 

 見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。 

 

４ その他 

(1) 契約保証金    免除  

(2) 契約書作成の要否   要 

（3）支払条件  業務完了報告書を受領し、検査合格後支払い。 

(4) 見積りの無効 

本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に

違反した見積りは無効とする。 
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(5) 契約の相手方の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方と

する。 

(6) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記３(2)により見

積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出より前に

３（1）宛に連絡の上、当該資格審査に係る電子申請を行い、当該資格の認定を受

け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 

(7) 仕様書の内容に係る質問等の受付先 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部  
事業推進部事業推進第２課 藤本 

電話 03-5323-0575 

以  上   



4 

（押印の場合） 
 

見   積   書 
 

金              円也（税抜） 
 
ただし、（件名）令和８年度中野三丁目地区街区確定測量等業務  
 
 

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積します。 
 
  令和   年   月   日 
 
             住 所 
             会社名 
             代表者               印  

 
 
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長 松村 秀弦 殿 
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（押印省略の場合） 
 

見   積   書 
 

金              円也（税抜） 
 
ただし、（件名）令和８年度中野三丁目地区街区確定測量等業務 
 

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積します。 
 
  令和   年   月   日 
 
             住 所 
             会社名 
             代表者                

 
 
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長  松村 秀弦 殿 
 
 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                
担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     
連絡先（電話番号）２ ：                     

 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 
※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。 
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表                  裏 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
             押印省略で持参・郵送の場合 
 
 
※ 競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。 
  なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載するこ

と。 
提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをする

ことができないことから、封印漏れ、登録番号の記載漏れ、間違い等については無効

となるので注意すること。 
 
※ 登録番号に関し、申請中の者は「競争参加資格申請中」と記載すること。 
 

※ 押印を省略する場合は電子メール利用が望ましいが、持参・郵送の場合は封筒に「（押

印省略）」と朱書きすること。 
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令和８年６月 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

事業推進部 事業推進第２課 

 

測量業務 

業務名称 

令和８年度中野三丁目地区街区確定測量等業務 
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特記仕様書 

 

 

第 1 章総 則 

１－１業務概要 

業務名称 令和８年度中野三丁目地区街区確定測量等業務 

履行場所 東京都中野区中野三丁目他 

履行期間 契約締結の翌日から 令和９年２月 26 日まで 

履行概要 

(詳細･範囲は別紙

による) 

街区点等測設測量 

業務の目的 本業務は、中野三丁目土地区画整理事業における基盤整備工事に

伴う街区点等の杭打ち・埋標等を目的とした業務である。 

 

１－２適用仕様書 

本測量は、「測量作業規程」及び「測量作業共通仕様書」(独立行政法人都市再生機構令和７年

９月)及び、本特記仕様書による。 

 

１－３測量に関する業務実績情報システム(テクリス)の登録 

「測量作業共通仕様書」第 9 条第 3 項による。 

受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテ

クリスから監督員に自動メール送信し、監督員の確認を受けた上で、登録機関に登録申請するこ

と。 

登録後、「登録内容確認書」を監督員に提出すること。 

 

１－４公共測量に伴う測量成果等の交付 

公共測量に伴う測量成果等の交付に伴う費用は当業務に含む。 

 

１－５国土調査に係る認証の申請 

国土調査法第 19条第 5項申請  あり  なし  
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１－６特記事項(契約書関係、共通仕様書関係)  

契約書 特記事項 

第 3 条 

関連工事の調整  

本業務履行にあたっては、発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事

が行われている箇所があるため、業務履行に際し必要があるときは、受注

者は、発注者及び工事業者等と調整を行うこと。 

第 7 条 

一括再委託等の

禁止 

契約書第７条により、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合、

第三者に委任し又は請け負わせることができる業務は、次に掲げるも

の以外の業務とする。 

① 調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断 

② 測量業務における総合的企画、作業遂行管理及び技術的判断等 

ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整

理、模型製作などの簡易な業務の下請負にあたっては、発注者の承諾を

要しない。 

第 12 条 

作業材料の品質

及び検査等 

 

第 13 条 

監督員の立会い

及び作業記録の

整備等 

 

第 14 条 

支給材料及び貸

与品 

道路等公共用地の境界標は、道路管理者（中野区）から支給を受ける予

定であるため、受注者は、必要な数量・規格等を整理のうえ発注者へ報

告し、支給を受けること。 

第 27 条 

引渡し前におけ

る成果物の利用 

 

第 32 条 

部分引渡し 

 

 

 

共通仕様書 特記事項 

第 14 条 

地元関係者との

交渉等 

近隣住民の生活に影響がないよう配慮すること。 

第 15 条 

土地の立入り等 

土地への出入りに当たっては、身分証明書と共に機構貸与の腕章を携

帯すること。 
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第 29 条 

安全等の確保 

例）道路上で測量作業を行う場合、所轄警察署と協議の上、必要に応じ

て道路使用許可を受けること。 

所轄警察署との協議内容は、「打合せ等記録簿」により監督員に報告す

ること。 

 

第２章測量業務 

２－１地域地形区分 

本測量の地域地形区分は下表による。 

地域区分 地形区分 

大市街地  平地 〇 

市街地(甲)  丘陵地  

市街地(乙) 〇 低山地  

都市近郊  高山地  

耕地    

原野    

森林    

 

２－２測量種別 

（１） 本測量の業務範囲は下表による。 

測量種別 業務範囲 

(1) 基準点測量  

(2) 現況測量及び写真測量  

(3) 現況測量及び写真測量（三次元点群測量）  

(4) 境界測量  

(5) 路線・河川測量  

(6) 確定測量 〇 

(7) 用地確定測量  

(8) 出来形確認測量  

(9) その他  

(10) その他調査等  

① 地下埋設物等調査  

② 樹木調査  

③  真北測量計算  

 

２－３測量内容 
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測量種別 特記事項 

基準点測量  

現況測量及び 

写真測量 

 

現況測量及び 

写真測量（三次元点

群測量） 

 

境界測量  

路線・河川測量  

確定測量 （１）業務範囲 

別紙－１のとおり。 

（２）業務内容 

   地区界点、街区点及び画地点の設置を行う。 

用地確定測量  

出来形確認測量  

その他  

その他調査等  

 

２－４打合せ 

本業務を行うに当たり、監督員と緊密な打合せ･協議を行い、その指示に従うと共に、必要な

事項について作業の段階毎に成果等の確認を受ける。 

打合せ協議の結果は、「打合せ等記録簿」に簡潔にまとめ、その都度、監督員に提出する。 

 

本測量において、下記に示す打合せを見込む。 

業務着手時及び成果物納入時 １業務 

中間打合せ １回 
 

第３章成果品 

３－１成果等の作成 

成果等は、測量作業規程による。また、測量作業規程の成果等で規定する「その他の資料」

は、「≪参考≫成果図書等一覧表」による。 

公共団体への成果図書の引渡しのある場合を除き、成果等の作成にあたっては契約後に送付

する「測量成果図書作成参考図集(案) 令和５年５月」により作成する。 

他の測量業務の成果及び原図を転用･使用した場合は、その成果の写しを成果簿に添付し提

出する。 
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３－２成果品の提出 

特記仕様書及び監督員の指示(「電子納品について」参照)に従い、成果品と併せて、成果等

を電子記録媒体に記録し納品すること。なお、適用基準は下記（閲覧可）による。 

「居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領(案)測量編平成 17 年 3 月」 

「居住環境整備事業等における土木関連業務に係る CAD 製図基準(案)平成 17 年 3 月」 

成果簿は、地区ごとに作成するものとし、その種別等は下表の通りとする。詳細は「成果品

作成仕様書」に基づき作成する。 

なお､すべてのＡ３版成果図面の縮小版を添付する。 

媒体種別 正 副 副 

市販バインダー製本(グリーン購入法適合品) 〇 〇 〇 

CD-R 又は DVD-R(電子記録媒体) 〇 〇 〇 

 

 

第４章その他 

４－１測量業務成績評定について 

本業務は、業務成績評定対象業務である。 

受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用すること

がある。 

 

４－２個人情報の取扱い 

受注者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに

基づき個人情報等を適切に取り扱う。 

 

４－３暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１） 本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」と

いう。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２） (１)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やか

にその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

（３） 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

４－４積算基準(直接経費)について 

   旅費交通費・安全費・電子成果品作成費は以下のとおりとする。 

旅費交通費 率計上・部分率計上・積上 
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安全費 率計上・積み上げ計上・非計上 

電子成果品作成費 計上・非計上 

 

４－５業務環境の改善について 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するも

のとする。 

ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職

員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

数量表  

項  目 単位 数量 摘  要 

確
定
測
量 

街
区
確
定
測
量(

計
算) 

作業計画 街区   

現地踏査 街区   

準拠点等の観測･計算 点   

準拠点等点間距離確認測量 点   

中心点の計算 点   

屈曲点の計算 点   

街区の諸元及び面積の計算 街区   

確定図の作成 街区   

成果表の作成 街区   

点検整理 街区   

街
区
確
定
測
量 

(
粗
造
成
前
の
中
心
点
杭
打
ち) 

作業計画 点   

現地踏査 点   

測設の計算 点   

杭打図の作成 点   

現地測設 点   

点検整理 点   

街
区
確
定
測
量 

(

中
心
点
及
び
街
区
点
杭
打
ち) 

作業計画 点 34 本杭 25、仮杭 9 

現地踏査 点 34 本杭 25、仮杭 9 

測設の計算 点 34 本杭 25、仮杭 9 

杭打図の作成 点 34 本杭 25、仮杭 9 

現地測設 点 34 本杭 25、仮杭 9 

中心点及び街区点間距離確認測量 点 34 本杭 25、仮杭 9 

埋標 点 25 本杭 25 

現地引継ぎ 点   
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点検整理 点 34 本杭 25、仮杭 9 

街
区
確
定
測
量 

(

中
心
点
杭
打
ち) 

作業計画 点   

現地踏査 点   

測設の計算 点   

現地測設 点   

中心点間距離確認測量 点   

杭打図の作成 点   

現地引継ぎ 点   

点検整理 点   

確
定
測
量 

画
地
確
定
測
量(

計
算) 

作業計画 画地   

現地踏査 画地   

準拠点の観測･計算 点   

準拠点間距離確認測量 点   

確定計算 画地   

確定図の作成 街区   

調書の作成 街区   

点検整理 画地   

画
地
確
定
測
量(

杭
打
ち) 

作業計画 点   

現地踏査 点   

測設の計算 点   

現地測設 点   

画地点間距離確認測量 点   

埋標 点   

現地引継ぎ 点   

点検整理 点   
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業務範囲図 

 

  

 

  

別紙－１ 

© GeoTechnologies,Inc.「PL21001」 

中野三丁目地区 

（業務範囲） 
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≪参考≫成果図書等一覧表 (測量作業規程記載成果のほか○印のあるものを提出する。成果品内に綴る順序は任意)  

図書名 備考 

〇 案内図  

〇 業務概要書  

〇 特記仕様書写し 当初～変更後すべて 

〇 作業計画書 当初～変更後すべて 

〇 打合せ等記録簿  

〇 測量機器検定証明書  

〇 測量成果検定証明書 検定記録書含む 

〇 作業風景写真  

〇 材料写真  

〇 関連測量成果の写し  

〇 電子記録媒体 CD-R,DVD-R 

【確定測量】 

（確定測量）-街区確定測量 

〇 街区、中心点杭打(測設)図  

〇 点間距離確認図  

〇 街区点、中心点写真  

 

注記；基準点測量の与点の出所を明記した与点成果（写し）を添付すること。 

   計算簿には努めて略図等を添付して、当該作業機関以外の測量技術者の理解の助けとすること。 

   上記のほか、監督員の指示する資料を作成する。 
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成果品作成仕様書 
1． 市販バインダー製本(グリーン購入法適合品)製本 

(1) 背表紙(縦書き)及び表紙(左開き横書き)に表示する事項 

 

○正○副 の別表示 測量業務名 
 令和 年 月(工期末月を表示) 

「測量成果簿」 地区名全て(又は箇所名全て) 
 計画機関 独立行政法人都市再生機構○○本部 
 作業機関 社名 
 
※背表紙は、上下 5cm の余白をとること。 
 

(2) 目次に表示する事項(版形は A4 縦) 

記載例：目次には、成果簿に綴る計算結果･資料等の名称を記載する。 
 

案内図 
特記仕様書(写) 
業務の概要 
地区名を表示(地区ごとにまとめること。1 地区のみの場合は不要。) 
1． 基準点測量 

1) 基準点測量 
(1) 3 級基準点成果表 
(2) 計算書 
(3) 観測手簿 
(4) 点の記 
(5) 品質評価表･精度管理表･点検測量簿 
(6) 4 級基準点成果表 
(7) 計算書 
(8) 観測記簿 
(9) 点の記 

2． 境界測量 
1) 用地測量 

(1) 境界点座標成果表 
(2) 面積･辺長･方向角計算(座標法) 
(3) 面積計算(数値三斜法) 
(4) 逆打ち計算書 
(5) 交点計算書(抜粋) 
(6) 観測手簿 
(7) 品質評価表･精度管理表･点検測量簿 
(8) 境界点写真 

3． その他 
1) 権利関係調査 

(1) 土地建物権利者住所録 
(2) 登記全部事項証明書 
(3) 公図(写)原図 
(4) 地積測量図(写) 

2) 打ち合わせ協議記録簿 
3) 作業日報 
4) 機器検定証明書(写) 
5) 関連測量業務の成果(写) 

4． 図面 
3 級･4 級基準点網図 
境界点網図 
敷地求積図 
土地図 

 
成果を転用した関連測量業務名称年月日(関連測量業務の工期末年月日) 

計画機関名 
作業機関名 

今回の測量業務は、上記測量業務の測量成果を転用して、基準点測量、境界測量を行った。 
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他測量成果を転用した場合は記載例の要領で目次に表示のことのこと。 
目次において、測量種別･細別(作業名)に指標番号(1.2.など)をつけ、それぞれの該当ページ先頭にインデッ
クス(目次の指標番号記入)を付す。 
 

 
インデックス(目次の指標番号を記入する。) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 諸計算書の版形は、A4 ｻｲｽﾞを原則とする。略図等の図面以外は A4 ｻｲｽﾞに縮小してよい。 

 
(4) 折込図面等は、測量種別毎(図面枚数少ないときは適宜)にクロス袋(布製プラスチック製)に入れ、図面名

をクロス袋に表示し、製本する。 
 
(5) 成果簿を複数に分冊して製本する場合は、分冊したことがわかるように、成果簿の背表紙及び表紙に番号

を表示する。番号は、分数表示とし分母に分冊した冊数を表示する。 
例)1／3 2／3 3／3(3 冊に分冊した場合) 

 
(6) 土地･建物全部事項証明書･地積測量図及び境界確認書(原本)は別冊とする。また、境界確認書は本綴りに

必ずコピーを入れること。 
地番数値の小さい方から大きい方に綴る。字(あざ)が異なる謄本等が 1 冊に混在する場合は、インデック
スを付すこと。 

 
 
 

背表紙(縦書き)及び表紙(右開き横書き)に表示する事項 
 

測量業務名(契約書の記載どおり) 
「土地登記全部事項証明書綴」 令和 年 月(工期末月を表示) 
「建物登記全部事項証明書綴」 地区名   (当該地区) 
「地積測量図(写)」 市区町村名と字名 
※「境界確認書(原本)」綴られている地番(○○○○番から○○○○番まで) 

調査場所(○○○法務局○○出張所など) 
計画機関 独立行政法人都市再生機構○○本部 
作業機関 社名 
 

※境界確認書(原本)のみ(左･右開きいずれか横書き)とし、案内図(位置図)を添付する。 
 
 
 

本綴を複数に分冊して製本する場合は、分冊したことがわかるように、本綴の背表紙･表紙に番号を表示
する。番号は、分数表示とし分母に分冊した冊数を表示する。 
例)1／3 2／3 3／3(3 冊に分冊した場合) 

 
(7) 業務の概要に記載する項目 

測量業務名･工期･作業機関名･住所･電話番号･機構登録番号･主任技術者名、業務の経過、その他、後続の
測量作業及び作業機関･計画機関への引継事項を記載すること。 

 
(8) 特記仕様書の(写し)について 

機構から受注者に渡された表紙に「正本」、「謄本」又は発注担当課の確認印のある特記仕様書の写し(コピ
ー)を別紙･別添を含めて成果簿に綴ること。変更の特記仕様書がある場合は、原測量の特記仕様書と変更
の特記仕様書の両物を成果簿に綴ること。 
 

(9) 検定証明書の写しについて 
本測量業務に使用する機器は、検定有効期限内であることを証する測量機器検定機関の検定証明書の写し
（鑑の部分だけでよい）を成果簿に添付しなければならない。なお、上記機器には電子計算機のプログラ
ムを含む。 

   表  紙 
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電子納品について 
 
(ア) 電子納品を実施すること。 
(イ) 適用基準類は下記による 
『居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領(案)測量編』＜平成 17 年 3 月＞ 
『居住環境整備事業等における土木関連業務に係る CAD 製図基準(案)』＜平成 17 年 3 月＞ 

  ※上記基準は、発注担当課にて閲覧に供する。 
 
 

階層構成表をケースを内側から入れ込む 
 
 
 
 
 
 
 
業務名･年月(縦書) 業務名･年月(縦書) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚紙等は除き透明のまま(表) 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 電子記録媒体は CD-R を原則とするが、容量が多い場合は DVD-R とすることができる。 
02. マイクロフィルムから画像データ化する場合は、対角線調整及び 4 点補正を行うこと。 
03. SIMA データは、座標及び画地データとする。 
04. 基準点及び境界点等の写真は、点名+拡張子としてよい。 
05. 測量計算ソフトから CAD データを作成する場合の交換フォーマットは、SFX(P21)形式及び DXF 形式の

両方を添付する。 
06. CAD データを DXF とした場合は、AutoCAD で文字化け等の修正を行うこと。 
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階層構成表作成(例) 
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ウイークリースタンス 実施要領  

  
  

１ 目 的  

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく「発注

関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環

境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。  

  

２ 取組内容  

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上

で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間

で設定する。  

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。  

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。  

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。  

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。  

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。  

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。  

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を

見直すことができる。   

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から

管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。  

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。  

  

３ 進め方  

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、

初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。  

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。  

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録

簿に整理する。  

  

以 上  

 


